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年金を取り囲む様々な制度

所得保障制度
生活保護
雇用保険
社会手当

税制
年金課税
歳入庁

税・社会保障共通番号
給付付き税額控除

雇用政策
男女の就業率・賃金

高齢者雇用
次世代育成

両立支援政策

出生率の回復政策

公的年金制度

老齢年金・遺族年金・
障害年金

住宅保障、
医療保険制度、
介護保険制度、

私的年金

経済成長
産業政策
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年金保険
・賦課方式年金
・企業年金
・任意の民間保険

労働生活全体に関わる保障
・失業保険、失業扶助（第二のセーフテ
ィネット）、生活保護、住宅手当
・積極的労働市場，職業紹介、最低賃金
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失業時所得保障システム

仕事と暮らしの両立システム
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雇用システムを中心とした社会保障制度

子ども手当、児童扶養手当



低所得制度間の整合性
年金、生活扶助、課税 低限、 低賃金

（注）縦軸は、平均労働者賃金に対する水準（％）である。



年金制度の３つの課題

１）制度は持続可能か？：少子高齢化に対す
る対応、経済成長

２）働き方・ライフコースの変化への対応でき
るか？：包括性（すべての国民をカバーし
ている）、制度の中立性（個人、企業行動）

３）適当な給付水準を確保できているか？：年
金の 低保障水準とそのほかの所得保障
制度の役割分担



諸外国の年金改革の目標
何を改革の目標にしたか（各国専門家の回答）

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

財
政

的
安

定
性

低
所

得
者

の
生

活
改

善

労
働

者
保

護
の

改
善

経
済

成
長

金
融

市
場

の
発

展

指
数



保険料率 ＝

賦課方式の年金制度における保険料率の基本構造

×
Ａ（受給者数）

Ｌ（労働者数）

Ｐ（年金額）

Ｗ（賃金 ）

扶養率 代替率

要因 政策手法

Ａ（受給者数） 寿命 支給開始年齢

Ｌ（労働者数） 労働力率、出生率 雇用政策（高齢者雇用）、少
子化対策

Ｐ（給付費） 給付水準 算定式、スライド率

Ｗ（総賃金） 経済成長 成長戦略



制度の中立性：被用者・自営業者の年金保険料率規定
（単位：％、現地通貨）

国名
被用者 自営業者

合計 被用者本人分 合計 自営業者本人分

オーストリア 22.8 10.25 22.8 17.5（農業：15）

ベルギー 37.94(16.36) 13.07(7.5) 19.65か14.16 19.65か14.16

カナダ 9.9 4.95 9.9 9.9

チェコ 28 6.5 28 28

デンマーク 16+DKK2682 6+DKK894 1+DKK894 1+DKK894

フィンランド 21.4 4.6 21.4 21.4（農業：10.5）

フランス 23.95 9.65 23.05 23.05

ドイツ 19.5 9.75 19.5 19.5

ギリシャ 20 6.67 20 20

ハンガリー 26.5 8.5 26.5 26.5

アイスランド 15.64 4 15.64 15.64

イタリア 32.7 8.89 19 19

日本 13.58 6.79 ¥13,300/月 ¥13,300/月

韓国 9 4.5 9 9

ルクセンブルク 24 8 24 16

メキシコ 6.275 1.75 0 0

オランダ 28.05 19.15 27.95 27.95

スロバキア 26 7 26 26

スウェーデン 18.91 7 18.91 18.91

スイス 9.8＋14-36 4.9+7-18 9.2 9.2

英国 年金保険料のみの抽出不能

米国 12.4 6.2 12.4 12.4

平均＊ 20.3 7.6 18.8 18.2

・出典：Choi, Jongkyun (2009)“Pension Schmes For the Self-Employed in OECD Countries” O
ECD Social, Employment and Migration Working Paper, No,84
・「◎」は、被用者の保険料（事業主負担分を含む）と自営業者の保険料が同じである国である。
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アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン 日本

住宅手当の名称
住宅選択バウチャー

（家賃補助）
住宅給付 住宅手当

個別住宅手当、家族住
宅手当、社会住宅手当

住宅手当 住宅手当

対象住宅、対象者
及び支払先

対象住宅：民間借家
対象者：低所得者
支払先：家主

対象住宅：民間、公的
借家

対象者：低所得者
支払先：世帯主

対象住宅：民間、公的
借家、持家

対象者：低所得者（扶
助対象者以外）
支払先：世帯主

対象住宅：民間、公的借
家、持家

対象者：個別住宅手当
は制限なし、その他は低

所得者
支払先：個別住宅手当
は家主、その他は世帯

主

対象住宅：民間、公的
借家、持家

対象者：低所得者
支払先：世帯主

対象住宅：民間、公的
借家

対象者：就労意欲が
あり住宅を喪失又は
そのおそれがある低

所得者
支払先：家主

所管・運営主体

所管：連邦住宅都市開
発省

運営主体：自治体

所管：労働年金省
運営主体：自治体

所管：連邦交通建設
都市計画省

運営主体：自治体

所管：エコロジー・エネ
ルギー・持続可能な開

発及び海洋省
運営主体：家族手当金

庫

所管：社会保険庁
運営主体：社会保険事

務所

所管：厚生労働省
運営主体：自治体

期間・審査 毎年審査（立ち入調査
含む）

６ヶ月又は１２ヶ月ご
とに書類を提出

通常１年（期限前の
再申請で継続可）

毎年７月に申告に基づ
き検証

１２ヶ月単位（更新可） 長９か月

居住費を加味したその
他の給付等

貧困家庭一時給付
（生活保護）で居住費

を加味

所得補助などミーン
ズテストを行う給付
の算定で住宅費を

加味

社会扶助の算定に
家賃を含めている

なし
社会扶助の中で住宅

費用が設定

生活保護の中に住宅
扶助あり

諸外国における住宅手当の比較（作成中）

資料出所 ・ 「各国の住宅手当制度の比較」（価値総研、森田学）等より作成



アメリカ イギリス ドイツ フランス 日本

住宅政策の
考え方

政治の安定と経済活性化
を背景に、伝統的に持ち家

政策重視

戦後、公営住宅の建設を進
めてきたが、
サッチャー政権の下で持ち
家を促進

戦後、低所得者に貸すこ
とを条件に民間に融資等
して建設させる「社会住

宅」を大きく整備するととも
に、家賃統制を緩和して、
住宅手当を導入（政府に
よる公営住宅建設はな

い）

戦後、民間住宅の供給促
進のため、家賃統制は緩
和した上で住宅手当を導
入。併せて第3セクターに
よる「社会住宅」を提供

70年代から住宅手当にシ
フト

戦後の住宅政策は、住宅の絶
対的不足を背景に
・低所得者向けの公営住宅供
給
・中所得者向けの公団賃貸住
宅の供給
・公庫融資による持ち家促進
策等

住宅ストックの
割合

持ち家 ７割
民間借家３割弱
公営借家 数％

持ち家 ７割
民間借家１割
公営借家２割

持ち家 ４割
民間借家５割強（旧社会

住宅を含む）

持ち家 ６割弱
民間借家２割弱
公営借家２割弱

持ち家 ６割
民間借家３割

公営借家1割未満

持ち家促進策
住宅ローン利子所得控除

（約1千億＄）
住宅ローン利子補給制度

は2000年4月に廃止
住宅取得補助金（総支給

額 ４億ユーロ）
住宅ローン利子税額控除

（約１２億ユーロ）

住宅ローン利子税額控除
（約6千億円）

住宅手当

家賃補助（総世帯数の
３％の世帯（約330万世
帯）に平均7千$（総額

240億$））

総世帯数の１８％の世帯
（約440万世帯）に平均4千

￡（総額170億￡））

総世帯数の１．５％の世
帯（約600万世帯）に平均
1千ユーロ（総額6億ユー

ロ））

総世帯数の２３％の世帯
（約600万世帯）に平均800
ユーロ（総額49億ユーロ））

なし

諸外国における住宅政策（作成中）



高所得者ほど住宅減税のメリット大



年金制度改革と関連制度

1. 公的年金改革のみだと、結局、パラメーター調整に
なる。

2. 出生率の回復、雇用政策、経済成長といった方法
でパイを拡充する政策が不可欠

3. 現在の生活、働き方との整合性と将来の変化をど
こまで織り込むか。

4. 税制、税・社会保障番号による所得、給付の把握、
管理が必要

5. その他の所得保障制度（特に生活保護、住宅手当
制度）などとの役割分担、整合性が必要




























